
令和６年度 盗撮等防止のための校内ルール 

稲敷市立桜川小学校長 細谷 順一郎  

 

 昨年度から今年度にかけて、茨城県内では教職員による盗撮等のわいせつ事案が発生し

ております。そこで本校では、盗撮等の不祥事防止のための校内ルールを下記の通り作成

し、教職員のコンプライアンス意識の向上に努めて参ります。 

 

１ 毎月の安全点検時における更衣室やトイレ点検の重点化（不審物やカメラ等は設置さ

れていないか。） 

２ 教員個人のスマホ等を使って児童を撮影しない。（撮影は、学校用のデジカメ等を使

う。）また、児童や保護者と私的な電話やメール、ＳＮＳ等のやりとりをしない。 

３ 児童への細やかな気配りと観察を全職員で行う。違和感を感じたときは、職員間で情

報を共有し、管理職に報告する。 

４ 児童との面談や指導を行う場合は、必ず複数の職員で対応する。その際、使用する場

所（部屋）を管理職に報告する。 

５ 気付いたことは、些細なことでも話題にできる風通しのよい職員室にする。日常の違

和感を、全職員が見逃さない気運を高める。 

６ アンケートやチェックリストを活用して、不祥事根絶に向けた教職員の意識を高め

る。 

７ 児童にとって、いつでも安心して相談できる教育環境が教師であることを、全職員が

心がける。 

■校内相談窓口 

  校長 教頭 教務主任 各担任 養護教諭 

 

■校外の相談窓口 

 ○ 「ＳＴＡＮＤ ＢＹ」（いじめ等相談アプリ） ※中学生対象 

 ○ 子どもホットライン（子ども専用） 

  ・24 時間受付 

  ・０２９－２２１－８１８１ 

  ・Ｅ－ｍａｉｌ kodomo@pref.ibaraki.jp 

○ いばらき子どもＳＮＳ相談（小中学生） 

 ・毎日 18：00～22：00           

・ＳＮＳ（自分のＬＩＮＥで友だち参加）    
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